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助

成

平
成
21
年
２
月
16
日
〜
３
月
10
日
申
請
受
付

低
所
得
者
世
帯
へ
の
灯
油
購
入
費
の
助
成

町
で
は
、
原
油
価
格
高
騰
に
よ
る

緊
急
対
策
と
し
て
、
在
宅
の
高
齢

者
・
心
身
障
害
者
・
ひ
と
り
親
な
ど

の
世
帯
で
あ
っ
て
低
所
得
者
の
世
帯

を
対
象
に
暖
房
用
燃
料
費
（
灯
油
購

入
に
限
る
）
の
一
部
を
申
請
に
よ
り

支
給
し
ま
す
。

▼
支
給
対
象
世
帯
の
要
件

平
成
20

年
12
月
１
日
を
基
準
日
と
し
て
、
引

続
き
吉
岡
町
に
住
所
を
有
す
る
在
宅

で(

１)

〜(

４)

の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、

平
成
20
年
度
の
町
県
民
税
が
非
課
税

の
世
帯
に
助
成
金
を
支
給
し
ま
す
。

(

１)

基
準
日
現
在
に
お
い
て
、
満
65

歳
以
上
の
高
齢
者
（
昭
和
18
年
12
月

１
日
以
前
に
生
ま
れ
た
人
）
の
み
の

世
帯

(

２)

心
身
障
害
者
が
い
る
世
帯
で
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
世
帯

①
身
体
障
害
者
手
帳
の
障
害
の
等
級

が
１
級
お
よ
び
２
級
の
手
帳
所
持
者

②
療
育
手
帳
の
障
害
の
程
度
が
Ａ
の

手
帳
所
持
者

③
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
等

級
が
１
級
の
手
帳
所
持
者

(

３)

ひ
と
り
親
世
帯
で
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
世
帯
（
平
成
２
年
４

月
１
日
以
降
に
生
ま
れ
た
子
ど
も
が

い
る
世
帯
）

①
母
子
世
帯

②
父
子
世
帯

③
父
母
の
い
な
い
世
帯

(

４)

被
保
護
世
帯

▼
支
給
対
象
期
間
な
ど

平
成
20
年

12
月
１
日
〜
平
成
21
年
２
月
28
日
ま

で
の
間
に
灯
油
を
購
入
し
領
収
書

（
世
帯
構
成
員
の
氏
名
が
記
載
）
が

あ
る
も
の

▼
助
成
内
容

一
世
帯
あ
た
り
、
支

給
対
象
期
間
内
に
灯
油
を
購
入
さ
れ

た
金
額
（
１
０
０
円
未
満
切
捨
て
）。
た

だ
し
、
上
限
額
が
４,
０
０
０
円
で
す
。

▼
申
請
方
法

役
場
健
康
福
祉
課
福

祉
室
に
申
請
用
紙
が
用
意
し
て
あ
り

ま
す
の
で
、
次
の
も
の
を
持
参
し
て

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

・
印
鑑

・
灯
油
購
入
領
収
書
な
ど
（
口
座
振

替
な
ど
は
、
明
細
書
な
ど
日
付
・
金

額
な
ど
が
わ
か
る
書
類
）
の
写
し
を

添
付
し
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
期
間

平
成
21
年
２
月
16
日

(

月)

〜
３
月
10
日(

火)

▼
支
給
決
定

町
で
定
め
た
基
準
に

よ
り
調
査
し
、後
日
通
知
い
た
し
ま
す
。

▼
提
出
・
問
合
せ
先

役
場
健
康
福
祉
課
福
祉
室

牲
54
・
３
１
１
１
（
内
線
１
５
１
）



申

請

平
成
21
年
１
月
５
日
か
ら
１
月
19
日
ま
で

在
宅
ね
た
き
り
老
人
等
介
護
慰
労
金
申
請
受
付

町
で
は
身
体
上
ま
た
は
精
神
上
の

障
害
の
た
め
、
日
常
生
活
に
著
し
く

支
障
の
あ
る
在
宅
の
老
人
等
を
介
護

す
る
人
に
、
介
護
慰
労
金
を
申
請
に

よ
り
支
給
し
て
い
ま
す
。

▼
支
給
対
象
者
の
要
件
　

毎
年
１
月
１
日
を
基
準
日
と
し

て
、
①
〜
④
の
要
件
を
す
べ
て
満
た

し
て
い
る
在
宅
ね
た
き
り
老
人
等
を

居
宅
に
お
い
て
、
１
年
以
上
継
続
し

て
介
護
し
て
い
る
人
に
慰
労
金
を
支

給
し
ま
す
。
た
だ
し
、
介
護
し
て
い

る
人
が
２
人
以
上
い
る
場
合
は
主
と

し
て
介
護
し
た
人
が
対
象
で
す
。

①
基
準
日
現
在
に
お
い
て
町
内
に
１

年
以
上
住
所
を
有
し
、
満
65
歳
以

上
で
あ
る
こ
と

②
介
護
度
１
〜
５
の
認
定
を
受
け
て

い
る
人
、
ま
た
は
在
宅
ね
た
き
り

の
人

③
施
設
入
所
者
で
な
い
こ
と
（
特
別

養
護
老
人
ホ
ー
ム
・
介
護
老
人
保

健
施
設
・
介
護
療
養
型
医
療
施

設
・
ケ
ア
ハ
ウ
ス
・
グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
・
有
料
老
人
ホ
ー
ム
を
含

む
）

④
短
期
入
所
の
利
用
や
入
院
な
ど
の

場
合
は
、
在
宅
生
活
を
離
れ
た
期

間
が
１
０
０
日
を
超
え
な
い
こ
と

▼
支
給
申
請
期
間

平
成
21
年
１
月

５
日(

月)

〜
１
月
19
日(

月)

（
申
請
用
紙
は
役
場
健
康
福
祉
課
福

祉
室
に
用
意
し
て
あ
り
ま
す
）

▼
支
給
決
定

町
で
定
め
た
基
準
に

よ
り
調
査
し
、
後
日
通
知
い
た
し
ま

す
。

▼
提
出
・
問
合
せ
先

役
場
健
康
福
祉
課
福
祉
室

牲
54
・
３
１
１
１(

内
線
１
５
１)
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補

助

人
工
透
析
に
自
家
用
車
で
通
っ
て
い
る
人
へ

通
院
交
通
費
補
助
を
行
っ
て
い
ま
す

町
で
は
じ
ん
臓
機
能
の
身
体
障
害

者
手
帳
を
お
持
ち
の
人
で
人
工
透
析

を
受
け
る
た
め
医
療
機
関
へ
の
通
院

に
自
家
用
車
を
利
用
し
て
い
る
人
へ

の
交
通
費
の
補
助
を
行
っ
て
い
ま

す
。今

年
度
か
ら
補
助
金
の
対
象
者
の

所
得
要
件
に
つ
い
て
変
更
に
な
り
ま

し
た
の
で
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

【
変
更
前
】

前
年
分
所
得
税
額
３

２,
４
０
０
円
以
下
の
世
帯
に
属
す

る
人

【
変
更
後
】

当
該
年
度
の
市
町
村

民
税
非
課
税
の
人

そ
の
他
の
対
象
要
件
も
あ
り
ま
す

の
で
、
申
請
や
補
助
金
額
な
ど
に
つ

い
て
詳
細
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
先

役
場
健
康
福
祉
課
健

康
づ
く
り
室
（
保
健
セ
ン
タ
ー
）

牲
54
・
７
７
４
４

54
・
７
７
４
７

環

境

12
月
20
日

古
タ
イ
ヤ
・
バ
ッ
テ
リ
ー
の
回
収

吉
岡
町
環
境
美
化
推
進
協
議
会
で

は
、
リ
サ
イ
ク
ル
と
環
境
美
化
の
推

進
を
図
る
た
め
、
古
タ
イ
ヤ
・
使
用

済
み
バ
ッ
テ
リ
ー
の
回
収
を
行
い
ま

す
。

▼
期
日

12
月
20
日(

土)

▼
時
間

午
前
９
時
〜
11
時

▼
場
所

役
場
北
駐
車
場

▼
処
理
費
用

軽
・
普
通
自
動
車
10
〜
18
イ
ン
チ

１
本
　
２
０
０
円

２
〜
４
ト
ン
・
４
Ｗ
Ｄ
車

１
本
　
４
０
０
円

農
機
タ
イ
ヤ

１
本
　
５
０
０
円

ホ
イ
ル

１
本
　
２
０
０
円

バ
ッ
テ
リ
ー

１
個
　
１
０
０
円

※
つ
り
銭
の
な
い
よ
う
に
ご
用
意
を

お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
合
せ
先

役
場
町
民
生
活
課
生
活
環
境
室

牲
54
・
３
１
１
１(

内
線
１
４
４)

FAX


